
 教育職員等の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月31日 

岩手県教育委員会       

教育長 佐 藤   博  

岩手県教育委員会規則第５号 

   教育職員等の勤務時間に関する規則の一部を改正する規則 

 教育職員等の勤務時間に関する規則（昭和32年岩手県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （週休日及び勤務時間の割振り）  （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日とし、次条から第６条ま

でに定めるもののほか、職員の勤務時間の割振りは、午前８

時30分から午後５時15分までとする。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日とし、次条から第６条ま

でに定めるもののほか、職員（地方公務員法（昭和25年法律

第261号）第22条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第

１号会計年度任用職員」という。）を除く。以下同じ。）の

勤務時間の割振りは、午前８時30分から午後５時15分までと

する。 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 （育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間の割

振り及び週休日の指定） 

 （育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の勤務時間の割

振り及び週休日の指定） 

第３条の２ 第６条に定めるもののほか、地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の

規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」という。）の承認を受けた職員（同法第17条

の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以

下「育児短時間勤務職員等」という。）の勤務時間の割振り

は当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同法第17条の規

定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同

条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「

育児短時間勤務等の内容」という。）に従い１日につき７時

間45分の範囲内で、地方公務員法（昭和25年法律第261号）

第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（

以下「短時間勤務職員」という。）の勤務時間の割振りは１

日につき７時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。 

第３条の２ 第６条に定めるもののほか、地方公務員の育児休

業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の

規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育

児短時間勤務」という。）の承認を受けた職員（同法第17条

の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以

下「育児短時間勤務職員等」という。）の勤務時間の割振り

は当該承認を受けた育児短時間勤務の内容（同法第17条の規

定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同

条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「

育児短時間勤務等の内容」という。）に従い１日につき７時

間45分の範囲内で、地方公務員法第28条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」と

いう。）の勤務時間の割振りは１日につき７時間45分の範囲

内で所属長が定めるものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 （非常勤職員の勤務時間及び勤務時間の割振り）  （第１号会計年度任用職員の勤務時間の割振り） 

第７条 非常勤職員（短時間勤務職員を除く。以下同じ。）の

勤務時間は、１週間につき29時間の範囲内とする。 

第７条 第１号会計年度任用職員の勤務時間の割振りについて

は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の適用を受

ける職員との権衡を考慮して、所属長が別に定めることがで

きる。 

２ 前項に規定する非常勤職員の勤務時間の割振りは、所属長

の定めるところによる。 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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